
JP 2008-266589 A5 2011.2.17

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成23年2月17日(2011.2.17)

【公開番号】特開2008-266589(P2008-266589A)
【公開日】平成20年11月6日(2008.11.6)
【年通号数】公開・登録公報2008-044
【出願番号】特願2008-57576(P2008-57576)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   9/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  23/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  23/10     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  21/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  13/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ   9/06    ＣＥＳ　
   Ｃ０８Ｌ  23/04    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  23/10    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  21/00    　　　　
   Ｂ６０Ｒ  13/02    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月28日(2010.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　示差走査熱量計による吸熱ピークの少なくとも１つが１６０℃以上であるポリプロピレ
ン系樹脂（Ａ）５０～８０重量％と、ポリエチレン系樹脂（Ｂ）５０～２０重量％で構成
されるポリオレフィン系樹脂組成物（（Ａ）＋（Ｂ））を１００重量部としたとき、熱可
塑性エラストマー（Ｃ）２５～５０重量部を含有し、見かけ密度範囲が５０～１００ｋｇ
／ｍ３、ゲル分率が４５％以上であることを特徴とする、架橋ポリオレフィン系樹脂発泡
体。
【請求項２】
　２５％圧縮硬さと見かけ密度の関係が下記式を満たすことを特徴とする、請求項１記載
の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体。
　２５％圧縮硬さ（ｋＰａ）＜３．５×見かけ密度（ｋｇ／ｍ３）－９０
【請求項３】
　熱可塑性エラストマー（Ｃ）がタイプＡのデュロメータを用いてＪＩＳ　Ｋ６２３５に
基づいて測定した硬度が８０度以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の架
橋ポリオレフィン系樹脂発泡体。
【請求項４】
　前記熱可塑性エラストマー（Ｃ）が、エチレン－エチレン・ブチレン－エチレンブロッ
ク共重合体（CEBC）及び／又はエチレンプロピレンゴム（EPM）であることを特徴とする
、請求項１から３いずれかに記載の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体に、他素材を貼り
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合わせてなる積層体。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれかに記載の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体、もしくは請求項
５に記載の積層体を成形して得られる成形体。
【請求項７】
　請求項６記載の成形体からなる自動車内装材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するために、次のような手段を採用するものである。すな
わち、本発明の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体は以下である。
（１）　示差走査熱量計による吸熱ピークの少なくとも１つが１６０℃以上であるポリプ
ロピレン系樹脂（Ａ）５０～８０重量％と、ポリエチレン系樹脂（Ｂ）５０～２０重量％
で構成されるポリオレフィン系樹脂組成物（（Ａ）＋（Ｂ））を１００重量部としたとき
、熱可塑性エラストマー（Ｃ）２５～５０重量部を含有し、見かけ密度範囲が５０～１０
０ｋｇ／ｍ３、ゲル分率が４５％以上であることを特徴とする、架橋ポリオレフィン系樹
脂発泡体。
（２）　２５％圧縮硬さと見かけ密度の関係が下記式を満たすことを特徴とする、前記（
１）の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体。
２５％圧縮硬さ（ｋＰａ）＜３．５×見かけ密度（ｋｇ／ｍ３）－９０
（３）　熱可塑性エラストマー（Ｃ）がタイプＡのデュロメータを用いてＪＩＳ　Ｋ６２
３５に基づいて測定した硬度が８０度以下であることを特徴とする前記（１）または（２
）に記載の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体。
（４）　前記熱可塑性エラストマー（Ｃ）が、エチレン－エチレン・ブチレン－エチレン
ブロック共重合体（CEBC）及び／又はエチレンプロピレンゴム（EPM）であることを特徴
とする、前記（１）から（３）いずれかに記載の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体。
（５）　前記（１）から（４）いずれかに記載の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体に、他
素材を貼り合わせてなる積層体。
（６）　前記（１）から（４）いずれかに記載の架橋ポリオレフィン系樹脂発泡体、もし
くは前記（５）記載の積層体を成形して得られる成形体。
（７）　前記（６）記載の成形体からなる自動車内装材。
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